
貸付金の繰上返済をするとき

。借受人の希望により 貸付金の一部又は全額を繰り上げて返済することができます,

繰上返済を希望する月の繰上償還申出書
10日（休日のときは前日）の 提 出 締 切 日 前月

（例）は６月に繰上返済を希望する場合です。【手続の流れ】
・一部返済のときは「一部繰上償還申出書〔整理番号 」及び給料明細等85〕

出書〔整理番号 」を繰上① 申出書を提出 の写しを 全額返済のときは「全額繰上償還申, 86〕
返済担当者まで提出してください。（例）５月 日10
◎ 各償還申出書は所属所又は支部ＨＰから取得してください。

・当月下旬に本人あてに 払込金額・期限・方法を記載した払込通知書を送② 払込通知書を ,
付します。本人あて送付

（例）５月２ 日0

・最寄りの金融機関からの振込等により返済していただきます。③ 払込（繰上)
・必ず送付された払込通知書に記載されたとおりに払い込んでください。（例）６月１０日

一部繰上返済 全額繰上返済

④’繰上月の給与等からの控除を最終回として完済になります。④ 繰上の翌月から新たな返済
（例）６月給与の控除後 完済金額になります。 ,

， ，（例）７月給与の控除分から ※ ボーナス併用返済の場合は ６月給与及びボーナス控除後
完済

。※新たな返済方法による償還表を交付します

住宅貸付けの返済期間が 年以上で住宅取得借入金等特別控除の適用を受けている場合，繰上(注) 10
返済により通算返済期間が 年未満となったときは，当該年以降の適用は受けられなくなります。10
(平成 年 月現在施行の租税特別措置法施行令による。)20 8

一部繰上返済 （ ）貸付金の一部を繰り上げて返済するとき

繰上返済額及び繰上返済の翌月からの返済方法については 次のとおりです。,
現在, 毎月の給与のみで返済しているとき（毎月償還）１
(１) 繰上返済ができる金額は です。10万円以上
(２) 繰上返済の翌月からの返済回数は で希望する回数を新た, 残回数(未償還回数)の範囲内

毎月の返済金額が, 現在返済中の他種別の貸付返済に設定することができます。ただし,
であることとします。金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内

(３) 翌月からの返済方法を「ボーナス併用償還」に変更することはできません。

現在, 毎月の給与及びボーナスを併用して返済しているとき（ボーナス併用償還）２
(１) 繰上返済できる金額は です。20万円以上

また， こその2分の1から全額をボーナス返済部分の残元利金（未償還元利金）に充てる
ととします。

(２) 繰上返済の翌月からの返済回数は で希望する回数を新た, 残回数(未償還回数)の範囲内
ボーナス返済の回数は，毎月返済の回数の6分の1に設定することができます。その場合，

以内（毎月返済の期間の範囲内） 毎月の返済金額が, 現在返済中の他とします。ただし,
, ,種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内であることまた

であることとします。ボーナスの返済金額が給料月額の10分の6に相当する金額の範囲内
, ,(３) 繰上返済額を全てボーナス返済部分の残元利金に充てるときは 翌月からの返済回数は

ボーナス返済部分の変更はできますが 毎月返済部分の変更はできません。,
(４) 翌月からの返済方法を「毎月償還のみ」に変更することはできません。ただし，ボーナ
ス返済部分の残元利金（未償還元利金）を全て返済するときはこの限りではありません。

３ 「一部繰上償還申出書 」に給料明細等の写しを添付してください。〔整理番号 85〕
（ ）全額繰上返済 貸付金の全額を繰り上げて返済するとき

繰上返済額は繰上月の給与等からの控除後の額です。したがって給与等からの控除は繰上月, ,
が最終回となりますのでご注意ください （ 手続の流れ】の例を参照）。【
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